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平成29年5月30日に当研究所の定期総会が無事終了いたしました。昨年度は、森田新

理事長のもと、新たな事業をスタートした節目の年でしたが、食肉科研社員をはじめ

とするＪＡＳ認定工場、会員、組合員の皆様方のご協力により、少しずつですが事業

は軌道に乗りつつあります。 

今年度は、新たに、食肉科研社員の皆様が食品衛生管理にＨＡＣＣＰを導入しよう

とするときの技術的支援に力を入れてまいりたいと考えております。 

☆☆HACCP 導入に向けての食肉科研の支援☆☆ 

厚生労働省は、「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」の最終とりまとめ(平

成28年12月公表)を踏まえ、製造・加工、調理、販売等を行う全ての食品等事業者を対

象として、ＨＡＣＣＰによる衛生管理の制度化の検討を進めるとしており、その制度

化に際しては、食品等事業者が衛生管理計画を策定し、その内容がコーデックスのガ

イドラインに基づくＨＡＣＣＰの７原則を要件とする基準Ａ又はコーデックスＨＡＣ

ＣＰの弾力的な運用を可能とするＨＡＣＣＰの考え方に基づく衛生管理を要件とする

基準Ｂ（小規模事業者、一定の業種等を対象）へ適合することを求めるとしています。 

食肉製品には総合衛生管理製造過程承認制度が導入されていますが、承認施設数は

63、111件と、一部の事業者に留まっており、多くの社員、会員の皆様は、これからＨ

ＡＣＣＰに取組む準備段階にあるのではないでしょうか。そうした中で、皆様方のと

ころで技術的支援が必要となったときに、私どもにお手伝いできることがあるのでは

ないかと思っています。当研究所には食品衛生の専門家として豊富な経験を持つ森田

理事長のほかに、ＨＡＣＣＰについての知識を有し専門講師の資格を持つ者がおりま

すし、また、ＪＡＳの調査を通じて食肉製品製造工場を見てきた経験を生かして、食

肉加工業界の食品衛生管理のレベルアップに、微力ながら貢献していきたいと考えて

います。 

ここで改めて考えてみたいのは、厚生労働省が示すように、ＨＡＣＣＰによる衛生

管理は、事業者自らが考えて安全性確保のための取組みを推進させることが大事だと

いうことです。危害分析から記録の方法まで、手取り足取りの全面的なコンサルティ

ングでは、ＨＡＣＣＰプランが出来たとしても自分たちのプランではないので、定着

しなかったり、改善の意識が持てないなどの弊害があります。 

私たちは、ＨＡＣＣＰを構築するのはその施設のＨＡＣＣＰチームであって、その

ＨＡＣＣＰチームを恒常的に支えていく、という関わり方が、有効な支援と考えてい

ます。 

例えば食肉科研として次のような支援が考えられます。



 従業員への衛生教育として、ＨＡＣＣＰチームが立案した教育プログラムにアドバ

イスする。あるいは、ＨＡＣＣＰチームメンバーや現場責任者とともに、現場の従

業員教育の進め方を検討する。（当研究所が直接行う従業員教育は、あくまでもスパ

イスとしての役割だと思います。） 

 ＨＡＣＣＰチームが作成したプランにアドバイスするほか、そのプランがその組織

に合ったものになっているか、実行可能性の観点から点検する。 

 保健所の立ち入り調査の前に、ＨＡＣＣＰチームあるいは現場担当者に直接質問す

るなどの模擬調査を行い、的確な行政対応をアドバイスする。 

これらの支援は定期的な訪問によって実行できると思いますので、費用を含めた契

約を交わして計画的にご支援したいと考えております。 

ＨＡＣＣＰ導入に際してお困りのことがあれば、皆様の身近な検査機関である当研

究所にご相談いただきたいと思います。 

 

食品衛生法に基づくＨＡＣＣＰの制度化は認証を必要とするものではありません。

誰かのお墨付きをもらうためではなく、お客様のために実践していくものです。消費

者から信頼される食肉加工業界であり続けるために、ＨＡＣＣＰというツールを活用

されることを希望いたします。 
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